令和6年9月20日（金）。ピーポート甘木、中ホールにて第1回スタッフセミナーが開催されました。
「介護分野における法的リスクマネジメント」というテーマで、弁護士の篠木　潔先生を講師に迎え講演して頂きました。セミナーでは、「リスクマネジメントを法的な視点から見る」、「コンプライアンスを意識する」、少し法的に踏み込んで「債務不履行責任（過失責任）の構造を学ぶ」といった内容を分かり易くご教授いただきました。

介護現場におけるリスクマネジメントは、事業体の経済的利益のみに目をむけるのではなく、介護サービス等の質を向上させることに重点が置かれるべきであり、そのためのリスクマネジメントだと改めて考えさせられました。また、リスクマネジメントと切っても切り離せないものにコンプライアンスがあるということ、そして今日コンプライアンス意識が社会的に浸透してきている現状であることも学びました。
債務不履行責任については、法的な知識がなければ理解することが少し難しいと感じるかと思いますが、実際の判例を元に説明していただいたおかげで気をつけるべきポイントが十分理解できました。
講演では具体的にご説明いただける時間がとれなかったのですが、ハラスメントに関しても詳しく資料にまとめていただきました。

私は現在、グループホームで主任として働いています。今回の講演を経て、私たちの業務はマニュアル通りにいかないことが多い中でどのようにリスクマネジメントしていくのかひとつの答えをいただけたと思っています。役職者として職員へのコンプライアンス意識や知識を高めていくことは勿論のこと、自身のコンプライアンス意識や知識も高めていかなければと思いました。コンプライアンスを達成することが究極のリスクマネジメントであるという篠木先生の言葉を意識し、日々の業務に邁進していきたいと思います。

篠木先生、大変有意義な講演をいただきまして、誠にありがとうございました。
